
議案第２７号

渋川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

平成３１年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例

渋川市長の資産等の公開に関する条例（平成１８年渋川市条例第７号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項第４号中「、貯金（普通貯金を除く。）及び郵便貯金（通常

郵便貯金を除く。）」を「及び貯金（普通貯金を除く。）」に、「、貯金及

び郵便貯金」を「及び貯金」に改め、同項第５号を削り、同項第６号中「証

券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「株券」の次に「（株券が発行さ

れていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示

されるべき権利を含む。）」を加え、同号を同項第５号とし、同項第７号か

ら第１０号までを１号ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

条例の評価・見直しの審査結果に基づき、所要の改正をしようとするもの

である。



渋川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（資産等報告書等の作成） （資産等報告書等の作成）

第２条 市長は、その任期開始の日（再選挙により市長となった者にあって 第２条 市長は、その任期開始の日（再選挙により市長となった者にあって

はその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２５ はその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２５

９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあった ９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあった

ことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選 ことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選

人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項にお 人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項にお

いて同じ。）において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産 いて同じ。）において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産

等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日か 等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日か

ら起算して１００日を経過する日までに作成しなければならない。 ら起算して１００日を経過する日までに作成しなければならない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金を除 （４） 預金（当座預金及び普通預金を除く。）、貯金（普通貯金を除く

く。） 預金及び貯金 。）及び郵便貯金（通常郵便貯金を除く。） 預金、貯金及び郵便貯金

の額 の額

（５） 金銭信託 金銭信託の元本の額

（５） 有価証券（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第 （６） 有価証券（証券取引法 （昭和２３年法律第２５号）第２条第

１項及び第２項に規定する有価証券に限る。） 種類及び種類ごとの額 １項及び第２項に規定する有価証券に限る。） 種類及び種類ごとの額

面金額の総額（株券（株券が発行されていない場合にあっては、株券が 面金額の総額（株券

発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。）にあ にあ

っては、株式の銘柄及び株数） っては、株式の銘柄及び株数）

（６） （略） （７） （略）

（７） （略） （８） （略）

（８） （略） （９） （略）

（９） （略） （１０） （略）

２ （略） ２ （略）
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